
 

消費税及び地方消費税の 
申告書（簡易課税用）の書き方 

税  務  署  
 

・ 付表4-3   税率別消費税額計算表   兼   地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 
（R1.10.1以後終了課税期間用） 

・ 付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表（R1.10.1以後終了課税期間用） 
 

○ この「書き方」は、簡易課税制度を適用して消費税及び地方消費税の確定申告書又は仮決
算による中間申告書を作成する際にご利用ください。 
※ 　簡易課税制度を選択していない法人又は簡易課税制度を選択していても基準期間（前々 

事業年度）の課税売上高が5,000万円を超える法人は簡易課税制度を適用して申告を行       
うことはできませんので、「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の書き方」
をご利用ください。 

○ 適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」といいます。）を機に免税事業者から適
格請求書発行事業者（以下「インボイス発行事業者」といいます。）となった事業者の方に
ついては、２割特例を適用することができます。
※  ２割特例とは、売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できる仕組みです。  

２割特例を適用する場合は「２割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」
をご覧ください（この手引きは、国税庁ホームページにも掲載されています。）。   

○ 国税庁ホームページでは消費税に関する法令解釈通達、質疑応答事例、消費税法の改正に
関する各種パンフレットなどを掲載しています。また、申告や届出に際し必要な様式をダウ
ンロードすることもできますので是非ご利用ください（国税庁ホームページアドレスは
https://www.nta.go.jp）。 
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○ 　この「書き方」では、令和６年10月1日以後に終了する課税期間を対象とし、「消費税及
び地方消費税の申告書（簡易課税用）第一表」及び「消費税及び地方消費税の申告書第二表」
と、これに添付する次の付表について、法人向けに一般的な事項を説明します。
※　上記以外の場合は、国税庁ホームページに掲載している「過去分の手引等（消費税関係）」
　をご覧ください。



《申告書の作成手順》  

申告書の作成は、次の手順で行います。 

 
 

       この「書き方」は、申告に係る課税期間に標準税率7.8%又は軽減税率6.24%が適用された取引のみ
を行った（付表4-3を用いて計算する）場合について説明しています。 

旧税率（3%、4%又は6.3%）が適用された取引がある場合は、地方消費税額の計算方法が異なるた
め、付表4-1を用いて計算します。 

この場合の申告書の作成手順については、パンフレット「法人用 消費税及び地方消費税の申告書
（簡易課税用）の書き方（令和２年４月）」を参考にしてください。  

パンフレットや使用する付表は、国税庁ホームページからダウンロードできます。 
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消費税の税率とインボイス制度 

 

○ 消費税率等 
 

 
 
 
 
 
 
 
（注）消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を税率ごとに区分経理した帳簿等に基づき作成する

必要があります。 

 

○　軽減税率の適用対象
　軽減税率は、次の①及び②の品目の譲渡を対象としています。
　①　酒類・外食を除く飲食料品、②　週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）
　その他、軽減税率制度に関して詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ内の「消費税の軽減税率
制度」をご覧ください。

○　インボイス制度について
　インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
　適格請求書（インボイス）等を交付しようとする事業者は、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請
書」を提出し、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります※。
※ インボイス発行事業者としての登録を受けるための登録申請手続については、国税庁ホームページのインボイス

制度特設サイト「申請手続」をご確認ください。
　　なお、税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などが通知され、「国税庁適格請求書発行事業者

公表サイト」において事業者の情報（法人の場合、原則として名称、登録番号、本店又は主たる事務所の所在地及
び登録年月日）が公表されます。

■　インボイス発行事業者の登録を受けた場合《売手としての留意点》
　インボイス発行事業者は、課税事業者の求めに応じて適格請求書（インボイス）等を交付し、交付した場合
にはその写しを保存しなければなりません。

■　仕入税額控除の要件《買手としての留意点》
　仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書（インボイ
ス）等の保存が必要です。免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れ
は、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
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※ 仕入税額の積上げ計算の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に10/110（軽減税率の
対象となる場合は8/108）を乗じて算出した金額（１円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入し
ます。）を仮払消費税額等とし、帳簿に記載（計上）している場合は、その金額の合計額に78/100を掛けて算出
する方法も認められます（帳簿積上げ計算）。

○　帳簿及び適格請求書（インボイス）等の記載と保存
　消費税及び地方消費税の税率は標準税率（10％）と軽減税率（8％）の複数税率ですので、事業者の方は、
消費税及び地方消費税の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理（区
分経理）を行う必要があります。インボイス制度においては、課税仕入れ等に係る消費税額を控除（仕入税額
控除）するために、課税仕入れ等の事実を記録し、区分経理に対応した帳簿及びインボイス発行事業者から交
付を受ける適格請求書（インボイス）等の請求書等の保存が必要となります※。これらの両方が保存されてい
ない場合は、保存されていない課税仕入れ等に係る消費税額は控除の対象となりません。
　なお、インボイス発行事業者以外の者（免税事業者や消費者など）からの課税仕入れであっても、令和５年
10月1日から令和11年9月30日までの間に行った課税仕入れについては、一定の事項が記載された帳簿及び区
分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存することで、仕入税額相当額の一定割合を控除でき
る経過措置があります。
※ 簡易課税制度を選択している場合や２割特例の適用を受ける場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算

することから、帳簿及び請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。

○　売上税額及び仕入税額の計算方法

《 売上税額 》 《 仕入税額 》
【積上げ計算】
適格請求書（インボイス）等に記載した消費税
額等の合計額に78/100を掛けて消費税額を算出
する方法です（インボイス発行事業者のみ可）。

【割戻し計算】
税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税
込価額の合計額から算出したそれぞれの課
税標準額に、7.8/100（軽減税率対象の場
合は6.24/100）を掛けて計算する方法です。

仕入税額は
「積上げ計算」
のみ適用可

仕入税額は
いずれか選択可

【積上げ計算】 ※
適格請求書（インボイス）等に記載された
消費税額等の合計額に78/100を掛けて消
費税額を算出する方法です。

【割戻し計算】
税率ごとに区分した課税仕入れに係る支払
対価の額の合計額に、7.8/110（軽減税率
対象の場合は6.24/108）を掛けて計算する
方法です。

■　帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
　適格請求書（インボイス）等の交付を受けることが困難な取引については、一定の事項を記載した帳簿の
みの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。この特例については、国税庁ホームページに掲載さ
れている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ＆A」（インボイスＱ＆
Ａ）をご覧ください。

　基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
は、令和５年10月１日から令和11年９月30日までの間、税込み１万円未満の課税仕入れについて、一定の
事項を記載した帳簿のみを保存することで仕入税額控除の適用を受けることが可能です（少額特例）。この
場合は、帳簿に少額特例の適用を受ける旨の記載は不要です。
　なお、「税込み1万円未満」に該当するかは、1回の取引の課税仕入れに係る金額（税込み）で判定しま
すので、課税仕入れに係る１商品ごとの金額により判定するものではありません。

一定規模以下の事業者の事務負担の軽減措置（少額特例）

○　インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
　免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額は控除する
ことができませんが、令和５年10月1日から令和11年9月30日までの間に行った課税仕入れについては、区分
記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置（80％控除・50％控除の特
例を受ける課税仕入れである旨）の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、仕入税額相当額の一定
割合を控除することができる経過措置が設けられています。
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　なお、一のインボイス発行事業者以外の者から行うこの経過措置の対象となる課税仕入れの合計額（税込
み）がその事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用
を受けることはできません（令和６年10月１日以後に開始する課税期間から適用。）。
※ 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合、経過措置（80％控除・50％控除）の適用を受ける課税仕

入れに係る仕入税額についても「積上げ計算」により計算する必要があります。
　　具体的には、経過措置（80％控除・50％控除）の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払

対価の額に7.8/110（軽減税率の対象となる場合は6.24/108）を乗じて算出した金額に、仕入税額相当額の一定割
合を乗じて算出した金額が仕入税額とみなされる金額となります（その金額に１円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切捨て又は四捨五入します。）。

　　なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した
課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。

　この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

期 間 割 合 
令和５年 10 月１日から令和８年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 80％ 
令和８年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 50％ 

 

《帳簿及び適格請求書（インボイス）等の記載事項》
　適格請求書（インボイス）等の様式は、法令又は通達等で定められていないため、必要な事項が記載された
ものであれば名称を問わず、また手書きであっても差し支えありません。

帳簿の記載事項  適格請求書（インボイス）等の記載事項 
適格請求書（インボイス） 適格簡易請求書（簡易インボイス） 

①課税仕入れの相手
方の氏名又は名称

②取引年月日

 
③取引内容（軽減税

率の対象品目であ
る旨）

 

④対価の額

 

①インボイス発行事業者の氏名又は名
称及び登録番号 

②取引年月日
 ③取引内容（軽減税率の対象品目であ

る旨）
 ④税率ごとに区分して合計した対価の

額（税抜き又は税込み）及び適用税
率

 
⑤税率ごとに区分した消費税額等※

 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又
は名称

 

①インボイス発行事業者の氏名又は名
称及び登録番号 

②取引年月日
 ③取引内容（軽減税率の対象品目であ

る旨）
 ④税率ごとに区分して合計した対価の

　額（税抜き又は税込み）

 
⑤税率ごとに区分した消費税額等※又

は適用税率

 
不特定多数の者に対して販売等を
行う小売業、飲食店業、タクシー
業等に係る取引については、適格
請求書（インボイス）に代えて交
付することができます。

 
※　⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の適格請求書（インボイス）等につき、税率ごとに１回

となります。なお、端数処理の方法は「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うことができます。

（参考：区分記載請求書等の記載事項）

区分記載請求書等の記載事項
①請求書発行者の氏名又は名称

④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称
（不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業等に係る取引については、⑤の記載を省略できます。）

※　仕入先から交付された請求書等に、「③」の「軽減税率の対象品目である旨」や「④税率ごとに区分して合計し
　た税込対価の額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づ
　き追記することができます。

②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
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○　インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置（２割特例）について
　インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については、仕入
控除税額の金額を、特別控除税額（課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返
還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の80/100に相当する金額）とする「2割特例」を適用する
ことができます。
　２割特例は、免税事業者（消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含み
ます。）がインボイス発行事業者となる場合（注１・２）に令和５年10月１日から令和８年９月30日までの
日の属する各課税期間において、適用することができます。
　なお、令和６年10月１日以後に開始する課税期間については、課税期間の初日において恒久的施設（PE）
を有しない外国法人は、２割特例を適用することはできません。
　この制度について詳しく知りたい方は、「２割特例用　消費税及び地方消費税の確定申告の手引き（個人事
業者・法人共通）」をご覧ください（この手引きは、国税庁ホームページに掲載しております）。

（注１）　課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても、当該インボイス発行事業者となった課税期間の
翌課税期間以降の課税期間について、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるなど一定の要件を満
たす場合には、原則として、２割特例の適用を受けることができます。

（注２）　基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者の方、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固
定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく
事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を１か月又は３か月に短縮する特例の適用を受
ける場合などについては、２割特例の適用を受けることはできません。

インボイス制度に関するお問合せ先
○　インボイス制度に関する相談窓口について

　インボイス制度に関するご相談は、下記のインボイスコールセンターや各税務署でお受けし
ておりますが、その他にも、制度に関する補助金、取引のお悩み、経営など、関係省庁等が連
携して各種の相談窓口をご用意しています。
　インボイス制度に関する様々なお困りごとについて、どの窓口に相談すべきかを容易に検索
できるよう、相談内容別の相談窓口一覧を「インボイス制度特設サイト」に掲載しております
ので、是非ご活用ください。

○　税務相談チャットボット（インボイス制度）
　ご質問内容をメニューから選択するか、文字で入力いただくと、AI（人
工知能）を活用して「税務職員ふたば」が自動でお答えします。
　上記「インボイス制度特設サイト」からもご利用いただけます。
※　チャットボット（消費税確定申告・インボイス制度）は、メンテナンスの

ため令和７年１月中は休止しています（令和７年２月上旬運用開始予定）。 

○　インボイス制度に関するお問合せ先
　インボイス制度に関するご相談は、以下で受け付けております。

※　インボイス制度に関する一般的なご質問に対応しています。
　上記専用ダイヤルのほか、所轄の税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押していただいてもつ
ながります（インボイス制度以外の国税に関する一般的なご相談は「1」になります。）。

   

インボイス制度 
特 設 サ イ ト 

税務職員ふたば

チャットボットの
ご利用はこちらから

 

○  納税者の方からの税に関する相談については「国税相談専用ダイヤル」で受け付けていま
す。下記ナビダイヤルにつながらない場合は、所轄の税務署に電話して音声案内「１」 
を選択してください（「電話相談センター」につながります。）。 
 

【受付時間】 平日 8：30～17：00 (土日祝日及び 12月 29日～１月３日を除く。) 

 国税相談専用ダイヤル（ナビダイヤル） 0570 - 00 - 5901（全国一律料金）

インボイスコールセンター （インボイス制度電話相談センター）
専用ダイヤル 0120-205-553（無料）

（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く。） 【受付時間】9：00～17：00
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　作成した申告書は、提出期限内に納税地を所轄する税務署又は業務センター（注）に提出してください。
　ただし、この申告に係る課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高（免税売上高を含みます。）が
1,000万円（年換算額）以下の法人は免税事業者に該当しますので、確定申告書を提出する必要はありません。
※　基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間（その事業年度の前事業年度開始の日以後

６か月の期間）における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となりますので、確定申告書を提出
する必要があります。

　　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定すること
もできます（課税期間の初日において外国法人である場合を除きます（令和６年10月１日以後開始する課税期間か
ら適用。））。

※　基準期間において免税事業者であった場合は、基準期間における課税売上高には消費税が含まれていませんの
で、その基準期間における課税売上高の計算時には税抜きの処理を行う必要はありません。

（注）国税庁では、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署（業務センター）で集約処理する「内部事
務のセンター化」を実施しています。内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書・申請書等を郵送で提出する
場合は、業務センター宛に送付してください。内部事務のセンター化の対象となる税務署については、国税庁ホームペー
ジ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。

　　なお、業務センターに直接持参する方法で提出することはできませんので、ご注意ください。

　インボイス発行事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも、登録の効力が失われ
ない限り、免税事業者となりません。

　基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人（以下「新設
法人」といいます。）及び消費税課税事業者選択届出書を提出している法人は課税事業者となりますので、確定申告
書を提出する必要があります。
　また、基準期間がない法人でその事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人
（以下「新規設立法人」といいます。）のうち、次の①、②のいずれにも該当する法人（以下「特定新規設立法人」
といいます。）については、課税事業者となりますので、確定申告書を提出する必要があります。
　基準期間がある外国法人で、その基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始
した場合には、その事業年度は基準期間がないものとみなします（令和６年10月１日以後開始する課税期間から適
用。）。
　この外国法人が、新設法人又は特定新規設立法人の要件を満たす場合には、当該事業年度に含まれる各課税期間の
納税義務は免除されません。
① その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50％超を直接又は間

接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合（特定要件）に該当すること。
② 上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法

人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間における（イ）課税売上高が
５億円を超えていること又は（ロ）売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が国外におけるものも含め50 
億円を超えていること（（ロ）の要件は令和６年10月1日以後に開始する課税期間から適用。）。

　○　令和７年１月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
　国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和７年１月から、申
告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしています。申告書等を書面で提出（送付）する場合は、申告
書等の提出用のみを提出（送付）してください。また、申告書等の控えに収受日付印の押なつは行いませんが、必要
に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いします。
　なお、令和７年１月以降、当分の間、「リーフレット」に日付・税務署名（業務センター名）を記載したものを、
希望者にお渡しいたします。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

送付先を調べる

「令和７年１月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」 
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※　次の①又は②の課税期間中に調整対象固定資産（購入価額から消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円
以上の固定資産）の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行った場
合、その課税期間の初日から原則として３年間は、新設法人及び特定新規設立法人については納税義務が免除され
ず、課税事業者を選択した法人については免税事業者となることができませんので、確定申告書を提出する必要が
あります。

　　また、この間は簡易課税制度又は２割特例を適用することもできません。
①　新設法人及び特定新規設立法人については、基準期間がない各課税期間中
②　「消費税課税事業者選択届出書」を提出した法人については、課税事業者となった日から２年を経過する日まで

の間に開始した各課税期間中

　高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
①　事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産（又は自己建設高額特定資

産）の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産の仕入れ等の日（又は当該自己建設高額特定資産の建設等に要
した課税仕入れ等の支払対価の額（税抜き）の累計額が1,000万円以上となった日）の属する課税期間の翌課税期
間から、その仕入れ等の日（又は当該建設等が完了した日）の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属す
る課税期間までの各課税期間においては、免税事業者になることができません。

　　また、その高額特定資産の仕入れ等の日（又は当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日）の属する課税
期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出することができません。

（注）　自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資
産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。

② 事業者が、高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産について、消費税法第36条第１項又は
第３項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間
（その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、
その建設等が完了した日の属する課税期間）の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間につ
いては、免税事業者になることができません。

　　また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出することができません。

③　事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に金又は白金の地金等の仕入れ等を行い、そ
れらの仕入れ等の金額の合計額（税抜き）が200万円以上である場合には、当該仕入れ等を行った課税期間の翌課
税期間から、当該仕入れ等を行った課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、
納税義務が免除されません。

　　また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出することができません。

 （注）令和６年４月１日以後に行う金又は白金の地金等の課税仕入れ等から適用されます。

　課税期間の初日において恒久的施設（PE）を有しない外国法人は、簡易課税制度及び２割特例（５ページ参照）
の適用を受けることはできません（令和６年10月１日以後開始する課税期間から適用。）。

　免税事業者に該当する法人が、確定申告書を提出して還付を受けようとする場合には、原則、還付を受けようとす
る課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますのでご注意くださ
い。
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納付の期限・納付方法
○　納付の期限

申告による納付税額は、申告書の提出期限までに納付してください。
なお、納期限（申告書の提出期限）までに納付されていない場合には延滞税が課される場合があります。
期限内に納付するために、計画的な納税資金の積立て等、事前のご準備をお願いします。
納税資金の積立てには、ダイレクト納付を利用した予納（予納ダイレクト）が便利です。

　詳しくは国税庁ホームページ「2.計画的な納税（資金の積立て）を検討されている方」を
ご覧ください。

○　納付方法
　納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、手続を行ってください。
　特に、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、事務所等から手続が可能な「キャッシュレス納付」が
便利です。
　納付手続の詳細は、国税庁ホームページ「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」を
ご覧ください。

○　キャッシュレス納付
①　ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

　事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関にダイレクト納付利用
届出書を提出いただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しによ
り納付できます。

　　(注) ダイレクト納付利用届出書を提出してから、利用可能となるまで1か月程度かかります。
②　インターネットバンキングやＡＴＭを利用した電子納税

　事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、納付情報を登録又は入力することで、インターネット
バンキングやATMから納付できます。

③　クレジットカード納付
　インターネットを利用して、「国税クレジットカードお支払サイト」からクレジットカードを利用して納
付できます。

　　(注) 納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
④　スマホアプリ納付
　　「スマートフォン決済専用サイト」を経由し、スマホアプリ決済を利用して納付できます。
　　(注) 納付できる金額は30万円以下となります。

納付が遅れた場合
○　納付が遅れた場合

　納付が期限に遅れた場合は、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算した延滞税を
併せて納付しなければなりません。
　なお、滞納となった場合には、法律に基づき督促状が送付されるほか、財産差押え等の滞納処分を受ける場
合がありますので、ご注意ください。
(注１) 修正申告及び期限後の申告による納付の場合には、延滞税の割合が異なる場合があります。所轄の税

務署にお尋ねください。
(注２) 納期限内に納付できない事情がある場合には、申請により猶予が認められることがありますので、お

早めに所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。

ご注意ください！
申告書提出後に、納付書の送付等による納税のお知らせはありません。
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〇 法人に係る消費税の申告期限の特例について 
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合に

は、その提出をした日の属する事業年度※以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定
申告の期限が１月延長されます。 

※ 令和４年４月1日以後に開始する事業年度については、通算法人の場合のその提出をした日が事業年度終了の 
日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含みます。 

（注）この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付につ
いては、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することとなります。 

 
 

○ e-Taxの義務化について 
令和２年４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消

費税等の申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表4-3　税率別消費税額計算表　兼　地
方消費税の課税標準となる消費税額計算表」など）を含めて、e-Taxにより提出することが義務付
けられています。  
また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度等から通算法人の法人税等の確定申告書等に 

ついてもe-Taxによる提出が義務化されました。 
１ 対象税目・手続は？ 

法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等の提出 
２ e-Tax義務化対象法人とは？ 

 

法人税等 
内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人、 
通算法人（グループ通算制度の適用を受けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人 
及び特定目的会社 

 

消費税等 
上記に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。） 
なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法 
人のみとなります。 

○ e-Taxの利用について 
e-Tax（国税電子申告・納税システム）は、オフィス、税理士事務所からインターネットを利用 

して、法人税や消費税等の申告・納付ができます。 
なお、税理士等が納税者の依頼を受けてe-Taxにより申告書等を送信する場合には、納税者本人

の電子署名の付与及び電子証明書の添付は必要ありません。e-Taxの義務化となる法人以外の方も
e-Taxを是非ご利用ください。

 

    詳しくは、e-Tax ホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp をご覧ください。 

〇　還付申告を提出される方へ
　　国税の還付金が発生し、口座振込を希望する場合には、税務署から「国税還付金振込通知書」を送付
　しています。
　　e-Taxを利用して還付申告を提出した方は、希望により「国税還付金振込通知書」の送付に代えて、
　e-Taxメインメニューの「通知書等」から通知の内容を確認することが出来ます。
　　書面での保存が不要となるなどのメリットがありますので、是非ご利用ください。
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≪売上税額の計算について、割戻し計算を適用する場合≫

※　売上税額の計算について積上げ計算を適用する場合の申告書の記載方法は、国税庁ホームページに掲載している「イン
　ボイス制度に対応した設例別の消費税申告書の計算・記載方法」をご覧ください。

課税売上げ等の金額の区分 

課税期間中の売上高を、課税売上高、免税売上高及び非課税売上高に区分して集計します。 
なお、これらの売上高ごとの売上対価の返還等の金額（返品を受け、又は値引き・割戻しをした金額）も同

様に区分して集計します。 

次に、課税売上高を第一種事業から第六種事業の種類ごとに区分します。 
また、消費税及び地方消費税の税率は、標準税率（消費税率7.8％、地方消費税率2.2％）と軽減税率（消

費税率6.24％、地方消費税率1.76％）の複数税率であるため、事業の種類別の課税売上高を取引に適用され
る税率ごとに区分する必要があります。 

 

Ⅰ

簡易課税制度の事業区分について
計を額税入仕象対除控、らかすまりな異が率入仕しなみ、てっよに分区業事、はで度制税課易簡　 １

算するためには、課税売上げを、第一種事業から第六種事業のいずれの事業に該当するかを区分し
ておく必要があります。なお、事業区分は、取引（課税資産の譲渡等）ごとに行います。
２　第一種事業から第六種事業の具体的な区分方法としては次のような方法があります。
⑴　帳簿に事業の種類を記帳し、事業の種類ごとに課税売上高を計算する方法

載記を容内げ上売にうよるか分が類種の業事にどなーパーペジレ、票伝上売、書求請、書品納　 ⑵
（客観的に区分できる程度の記号や番号の記載でも差し支えありません。）しておき、事業の種類
ごとに課税売上高を計算する方法

事のれぞれそ、合場るいてっ行をけだ業事の類種１れぞれそ、ていてっ持を場業事のかつくい　 ⑶
業場ごとの課税売上高を基礎として、事業の種類ごとに課税売上高を計算する方法
　 ３ 事業区分をしていない場合、その区分していない課税売上げについては、区分していない事業の
うち、みなし仕入率が最も低い事業に係る課税売上げとして計算することとなります。

参ごを」しまらあの税費消「トッレフンパ、はていつに率入仕しなみと分区業事の度制税課易簡　 ４
照ください。
　なお、パンフレット「消費税のあらまし」は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に
掲載しています。
　また、国税庁ホームページでは、簡易課税制度に関する質疑応答事例も掲載していますので、ご
参照ください。

○　農林水産業の飲食料品の譲渡に係る事業のみなし仕入れ率
　簡易課税制度における「農業・林業・漁業」のうち「飲食料品の譲渡」に係る事業区分は、

第二種事業（みなし仕入率80％）に該当します。
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この「書き方」では、取引内容が次のとおりである12月決算法人を例に記載方法を説明します。 

設 例 
霞商会株式会社の当課税期間（令和６年１月１日～令和６年12月31日）の課税売上高等の状況 

は、次のとおりです。  
なお、旧税率（3％、4％又は6.3％）が適用された取引はありません。 
また、売上税額の計算については割戻し計算を適用しています。 

項 目 課 税 期 間 の
合 計 金 額 

う ち 税 率 6 . 2 4 ％  
適 　 用 　 分 

う ち 税 率 7 . 8 ％  
 

１ 売上高 

⑴ 課税売上高（税込み） 

うち第二種事業

うち第四種事業 

⑵ 免税売上高 

⑶ 非課税売上高 

２ 売上対価の返還等の金額 
（課税売上げに係るもの（税込み）） 

うち第二種事業

うち第四種事業 

３ 貸倒処理した金額（税込み） 

 
30,708,000 

26,904,000 

3,804,000 

1,100,000 

- 

2,006,000 

1,706,000 

300,000 

560,000 

円  
19,192,000 

19,192,000 

- 

- 

- 

1,250,000 

1,250,000 

- 

- 

円  
11,516,000 

7,712,000 

3,804,000 

- 

- 

756,000 

456,000 

300,000 

560,000 

円 

（注） 金額の計算過程において生じた１円未満の端数については、その都度切り捨てます。  

適 　 用 　 分
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108 

110 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

課税標準額及び消費税額等の計算（付表4-3①～③及び⑤欄の作成） 

■１ 「課税資産の譲渡等の対価の額①－１」欄 
課税売上高（税込み）に    

   
 又は    

   
 を掛けて課税資産の譲渡等の対価の額を計算します。  

 

19,192,000円（課税売上高（税込み））× 100  ＝ 17,770,370円 

11,516,000円（課税売上高（税込み））× 100  ＝ 10,469,090円 

 

17,770,370円 ＋ 10,469,090円 ＝ 28,239,460円 

（注） 売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法により経理している場合は、減額し
た後の金額を基に課税資産の譲渡等の対価の額を計算します。 

■２ 「課税標準額①」欄 
■１で算出した課税資産の譲渡等の対価の額の千円未満の端数を切り捨てた金額を記載 

します。  

17,770,370円 ⇒ 17,770,000円（千円未満切捨て） 
 

10,469,090円 ⇒ 10,469,000円（千円未満切捨て） 

17,770,000円 ＋ 10,469,000円 ＝ 28,239,000円 

■３ 「消費税額②」欄 
■２で算出した課税標準額に6.24％又は7.8％を掛けて消費税額を計算します。 

17,770,000円（課税標準額）× 6.24％ ＝ 1,108,848円 
 

10,469,000円（課税標準額）× 7.8％ ＝ 816,582円 

1,108,848円 ＋ 816,582円 ＝ 1,925,430円 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

Ⅱ
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108 

110 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

課税売上げに係る対価の返還等がある場合に、その金額に含まれる税額を記載します。 

1,250,000円（売上対価の返還等の金額（税込み））×   6.24  ＝ 72,222円 

 

756,000円（売上対価の返還等の金額（税込み））×    7.8 ＝ 53,607円 

72,222円 ＋ 53,607円 ＝ 125,829円 

（注） 売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法により経理している場合は、この欄

に記載する必要はありません。 

税率7.8％適用分Ｂ 

■４ 「貸倒回収に係る消費税額③」欄 
貸倒処理した課税売上げに係る債権を回収した場合に、その回収金額に含まれる消費税

額を記載します。 

■５ 「返還等対価に係る税額⑤」欄 



 

税率6.24％適用分Ａ 

税率6.24％適用分Ａ 

税率6.24％適用分Ａ 

控除対象仕入税額等の計算（付表5-3の作成） 

■１ 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額 
⑴ 「課税標準額に対する消費税額①」欄 

付表4-3の②Ａ欄の金額1,108,848円を記載します。 
 

付表4-3の②Ｂ欄の金額816,582円を記載します。 
 

付表4-3の②Ｃ欄の金額1,925,430円を記載します。 

⑵ 「貸倒回収に係る消費税額②」欄

付表4-3の③欄の金額を記載します。 

⑶ 「売上対価の返還等に係る消費税額③」欄 

付表4-3の⑤Ａ欄の金額72,222円を記載します。 
 

付表4-3の⑤Ｂ欄の金額53,607円を記載します。 
 

付表4-3の⑤Ｃ欄の金額125,829円を記載します。 

⑷ 「控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額④」欄 
表示の計算式（ ①＋②－③ ）により計算した金額を記載します。 

1,108,848円 － 72,222円 ＝ 1,036,626円 
 

816,582円 － 53,607円 ＝ 762,975円 
 

1,036,626円 ＋ 762,975円 ＝ 1,799,601円 

■２ １種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額 

事業区分が１種類のみである場合には、「控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額
④」欄の金額に、該当するみなし仕入率を掛けて計算します。 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

-14-

Ⅲ



 

108 108 

110 110 

108 108 

110 110 

26,394,781円 

110 110 

26,394,781円 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

■３ ２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額 

⑴ 「事業区分別の課税売上高（税抜き）の明細⑥～⑫」欄
第一種事業から第六種事業に区分して計算します。 

イ 「事業区分別の合計額⑥」欄 

19,192,000円 × 100 － 1,250,000円 × 100 ＝ 16,612,963円 

 

11,516,000円 × 100 － 756,000円 × 100 ＝ 9,781,818円 

16,612,963円 ＋ 9,781,818円 ＝ 26,394,781円 

ロ 「第二種事業⑧」欄 

19,192,000円 × 100 － 1,250,000円 × 100 ＝ 16,612,963円 

 

7,712,000円 × 100 － 456,000円 × 100 ＝ 6,596,364円 

16,612,963円 ＋ 6,596,364円 ＝ 23,209,327円 

（売上割合）＝ 
第二種事業の課税売上高 

＝ 
23,209,327円 ＝ 87.931…％ ≧ 75％ 

課税売上高（合計額） 

ハ 「第四種事業⑩」欄 

3,804,000円 × 100 － 300,000円 × 100 ＝ 3,185,454円 

 

3,185,454円 

（売上割合）＝ 
第四種事業の課税売上高 

＝
  3,185,454円 ＝ 12.068…％ ＜ 75％ 

課税売上高（合計額） 

⑵ 「⑴の事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細⑬～⑲」欄
第一種事業から第六種事業に区分して計算します。 

イ 「第二種事業⑮」欄 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率7.8％適用分Ｂ 
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108 108  

110 110  

110 110  

762,982円 

1,036,649円 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

税率7.8％適用分Ｂ 

 

19,192,000円 × 6.24  － 1,250,000円 ×  6.24 ＝ 1,036,649円 

7,712,000円 ×   7.8 － 456,000円 ×    7.8 ＝ 514,516円 

 

1,036,649円 ＋ 514,516円 ＝ 1,551,165円 
ロ 「第四種事業⑰」欄 

3,804,000円 ×   7.8 － 300,000円 ×    7.8 ＝ 248,466円 

 

248,466円 
ハ 「事業区分別の合計額⑬」欄 

1,036,649円 
 

514,516円 ＋ 248,466円 ＝ 762,982円 

1,036,649円 ＋ 762,982円 ＝ 1,799,631円 

⑶　「控除対象仕入税額の計算式区分の明細⑳～㊲」欄 

「控除対象仕入税額の計算式区分の明細」欄における特例計算の判定及び控除対象 
仕入税額の計算をし、「原則計算を適用する場合」又は「特例計算を適用する場合」の該
当する欄に計算結果を記載します。 

イ   「原則計算を適用する場合⑳」欄 

1,036,626円 × 1,036,649円 × 80% ＋ 0円 × 60%  ＝ 829,300円 
 

762,975円 ×    514,516円 × 80% ＋ 248,466円 × 60% ＝ 560,685円 

 

829,300円 ＋ 560,685円 ＝ 1,389,985円 
合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 
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762,982円 

1,036,649円 

税率6.24％適用分Ａ 

合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

税率7.8％適用分Ｂ 

税率6.24％適用分Ａ 

ロ   「特例計算を適用する場合」の「１種類の事業で75％以上㉑」欄 
設例の場合、第二種事業の課税売上高が全体の課税売上高の75％以上を占め

ますから、控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額の全体について、第
二種事業に係るみなし仕入率（80％）を適用することができます。 

1,036,626円 × 80％ ＝ 829,300円 
 

762,975円 × 80％ ＝ 610,380円 

829,300円 ＋ 610,380円 ＝ 1,439,680円 
ハ 「特例計算を適用する場合」の「２種類の事業で75％以上・第二種事業及び
第四種事業㉘」欄 

1,036,626円 × 1,036,649円 × 80％ ＋（1,036,649円 － 1,036,649円）× 60％ ＝ 829,300円 
 

762,975円 ×  514,516円 × 80％ ＋（762,982円 － 514,516円）× 60％  ＝ 560,685円 

 

829,300円 ＋ 560,685円 ＝ 1,389,985円 
ニ 「上記の計算式区分から選択した控除対象仕入税額㊲」欄

上記イからハのいずれかから選択した金額を記載します。
設例の場合にはロを選択します。 

829,300円 

 

610,380円 

 

1,439,680円 
（注） 適用税率ごとに異なる計算方法を選択することはできません。 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 
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110 

78 

78 

税率6.24％適用分Ａ 

税率7.8％適用分Ｂ及び合計Ｃ 

税率6.24％適用分Ａ 

納付（還付）税額の計算（付表4-3④及び⑥～⑬欄の作成） 
■１ 「控除対象仕入税額④」欄 

付表5-3の㊲Ａ欄の金額829,300円を記載します。 
 

付表5-3の㊲Ｂ欄の金額610,380円を記載します。 
 

付表5-3の㊲Ｃ欄の金額1,439,680円を記載します。 

■２ 「貸倒れに係る税額⑥」欄 
課税売上げに係る売掛金等のうち、貸倒れとなったものがある場合には、その貸倒れに係る 

税額を計算します。 

560,000円 ×   7.8 ＝ 39,709円 

■３ 「控除税額小計⑦」欄 

829,300円 ＋ 72,222円 ＝ 901,522円 
 

610,380円 ＋ 53,607円 ＋ 39,709円 ＝ 703,696円 
 

901,522円 ＋ 703,696円 ＝ 1,605,218円 
■４ 「差引税額⑨」欄 

表示の計算式（   ②＋③ー⑦   ）により計算した金額の百円未満の端数を切り捨てた金額を記
載します。 

1,925,430円 － 1,605,218円 ＝ 320,212円 
320,212円 ⇒ 320,200円（百円未満切捨て） 

■５ 「地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額⑪」欄 
⑨欄の金額320,200円を記載します。 

■６ 「譲渡割額・納税額⑬」欄 

⑪欄の金額に    22    を掛けた金額の百円未満の端数を切り捨てた金額を記載します。 

320,200円 × 22 ＝ 90,312円 

90,312円 ⇒ 90,300円（百円未満切捨て） 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 

合計Ｃ 

税率7.8％適用分Ｂ 
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Ⅳ



 

消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）第二表の作成 
付表4-3及び付表5-3の作成が終わりましたら、付表4-3から次のとおり申告書第二表に必要な事項を転 

記します。 
 

申告書第二表の記載項目 転 記 元 項 目 

課  税  標  準  額 ① 付表 4-3 ①Ｃ欄の金額 
 
課税資産の譲
渡等の対価の 

6.24％適用分 ⑤ 付表 4-3 ①－１Ａ欄の金額 

7.8％適用分 ⑥ 付表 4-3 ①－１Ｂ欄の金額 
額の合計額 ⑦ 付表 4-3 ①－１Ｃ欄の金額 

  消  費 税  額   ⑪ 付表 4-3 ②Ｃ欄の金額 

⑪の内訳 
6.24％適用分 ⑮ 付表 4-3 ②Ａ欄の金額 

7.8％適用分 ⑯ 付表 4-3 ②Ｂ欄の金額 

返 還 等 対 価  に  係 る 税 額 ⑰ 付表 4-3 ⑤Ｃ欄の金額 

売上げの返還等対価に係る税額   ⑱ 付表 4-3 ⑤Ｃ欄の金額 

地方消費税の 
課税標準とな 

⑳ 付表 4-3 ⑪欄（プラスの場合） 
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額 

る消費税額 6.24％及び 7.8％適用分 ㉓ 付表 4-3 ⑪欄（プラスの場合） 
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額 

 

消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）第一表の作成 

■１ 「この申告書による消費税の税額の計算」欄の記載 
申告書第二表の作成が終わりましたら、申告書第二表及び付表4-3、5-3から次のとおり申告書第一

表に必要な事項を転記します。 
 

申告書第一表の記載項目 転 記 元 項 目 

課 税 標 準 額 ① 申告書第二表①欄の金額 

消 費 税 額 ② 申告書第二表⑪欄の金額 

貸 倒  回  収  に  係  る  消  費  税  額 ③ 付表 4-3 ③Ｃ欄の金額 

控 

除 

税 

額 

 控 除 対 象 仕 入 税 額 ④ 付表 4-3 ④Ｃ欄の金額 

返  還  等  対  価  に  係  る  税  額  ⑤ 申告書第二表⑰欄の金額 
 貸 倒 れ に 係 る 税 額 ⑥ 付表 4-3 ⑥Ｃ欄の金額 
 控 除 税 額 小 計 ⑦ 付表 4-3 ⑦Ｃ欄の金額 

控 除 不 足 還 付 税 額 ⑧ 付表 4-3 ⑧欄の金額 

差 引 税 額 ⑨ 付表 4-3 ⑨欄の金額 

参考事項の「事業区分」欄（千円未満四捨五入） 
 付表 5-3 ⑦～⑫Ｃ欄の金額等 
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Ⅴ

Ⅵ



108 110 108 110

⑴ 「中間納付税額⑩」欄
中間申告した税額がある場合に、その金額の合計額を記載します。

（注１） 当該課税期間における中間申告書の「納付すべき消費税額」欄の金額を記載します。なお、中間申告が
３月ごと・１月ごとである場合には、各中間申告書の「納付すべき消費税額」欄の金額の合計額を記載し
ます。

（注２） 納付した税額ではなく、申告した税額を記載して下さい。

⑵ 「納付税額⑪」欄又は「中間納付還付税額⑫」欄
表示の計算式 （（ ⑨－⑩ ）又は（ ⑩－⑨ ）） により納付税額又は中間納付還付税額を計算します。

⑶ 「この課税期間の課税売上高⑮」欄
課税売上高（税抜き）から、課税売上げに係る対価の返還等の金額（税抜き）を控除し、免税売 

上高を加算した金額を記載します。

（19,192,000円 × 100 ＋ 11,516,000円 × 100 ）－（1,250,000円 × 100 ＋ 756,000円 × 100 ）＋ 1,100,000円

＝ 27,494,781円
⑷ 「基準期間の課税売上高⑯」欄

この申告に係る課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高（税抜き）から課税売 
上げに係る対価の返還等の金額（税抜き）を控除し、免税売上高を加算した金額を記載します。

■２ 「この申告書による地方消費税の税額の計算」欄の記載
付表4-3から次のとおり申告書第一表に必要な事項を転記します。

申告書第一表の記載項目 転 記 元 項 目

地方消費税の課税標
準となる消費税額

控 除 不 足 還 付 税 額 ⑰ 付表 4-3 ⑩欄の金額

差 引 税 額 ⑱ 付表 4-3 ⑪欄の金額

譲渡割額
還 付 額 ⑲ 付表 4-3 ⑫欄の金額

納 税 額 ⑳ 付表 4-3 ⑬欄の金額

⑴ 「中間納付譲渡割額㉑」欄
中間申告した譲渡割額がある場合に、その金額の合計額を記載します。

（注１） 当該課税期間における中間申告書の「納付すべき地方消費税額」欄の金額を記載します。なお、中間申告
が３月ごと・１月ごとである場合には、各中間申告書の「納付すべき地方消費税額」欄の金額の合計額
を記載します。

（注２） 納付した税額ではなく、申告した税額を記載して下さい。

⑵    「納付譲渡割額㉒」欄又は「中間納付還付譲渡割額㉓」欄
表示の計算式（（ ⑳－㉑ ）又は（ ㉑－⑳ ））により納付譲渡割額又は中間納付還付譲渡割額を計

算します。

■３    「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額㉖」欄の記載
（ ⑪＋㉒ ）－（ ⑧＋⑫＋⑲＋㉓ ）の計算式で計算した金額を記載します（還付となる場合はマイ

ナス「－」を付けて記載します。「△」は記載しないでください。）。
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その他の項目の記載

■１　申告書第一表及び第二表の「納税地」欄等の記載
⑴ 「納税地」欄には、本店又は主たる事務所の所在地を記載します。

ただし、本店又は主たる事務所の所在地以外の事業所や事務所の所在地を所轄する税務署 
に申告する法人は、事務所等の所在地を記載し、その下に本店等の所在地をかっこ書で記載 
します。

⑵ 「法人名」欄には、法人の名称を記載します。
なお、合併法人が被合併法人の最終事業年度の申告をする場合は、被合併法人名を合併法人 

名の下にかっこ書で記載します。
⑶ 「法人番号」欄には、国税庁長官から通知を受けた13桁の法人番号を記載します。
⑷ 「※税務署処理欄」は、記載しないでください。
⑸ 「自令和　年　月　日　至令和　年　月　日」欄には、申告しようとする課税期間を記載  
します。 
なお、仮決算による中間申告の場合は、「中間申告の場合の対象期間」欄に中間申告の対象

期間の初日及び末日を併せて記載します。
⑹ 「課税期間分の消費税及び地方消費税の（ ）申告書」欄の（ ）には「確定」と記
載します。
なお、仮決算による中間申告の場合は「中間」と記載します。

■２　申告書第一表の「付記事項」欄等の記載
⑴ 「付記事項」欄及び「参考事項」欄には、それぞれに掲げる項目の該当する箇所に○印を付し
てください。
「課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用」欄は、使用しないでください。

⑵　「還付を受けようとする金融機関等」欄には、「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）
税額㉖」欄がマイナスとなる場合に、還付を受けようとする金融機関等を次により記載して
ください。
イ　銀行等の預金口座の場合

金融機関名、本支店名、預金種類及び口座番号を記載してください。
ロ ゆうちょ銀行の貯金口座の場合

貯金総合通帳の記号番号のみを記載してください。
※　ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望する場合には、受取りを希望する郵便局名等を記
載してください。

⑶ 「税理士法第30条の書面提出有」欄及び「税理士法第33条の２の書面提出有」欄は、当該書
面を提出する場合に該当する箇所に○印を付してください。
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■４ 申告書第二表の「改正法附則による税額の特例計算」欄の記載

■３ 申告書第一表の「税額控除に係る経過措置の適用（２割特例）」欄の記載 
２割特例を適用する場合は、〇印を付してください。なお、２割特例については、５ページを参照し

てください。 

〇　マイナンバー制度について

　平成28年１月から導入されたマイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便

性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁

ホームページをご覧ください。

「ＯＣＲ入力用」の確定申告書は、機械で読み取りますので、数字を記入する際には、黒のボールペンで指定のマス目の

中にていねいに記入してください。

○ 電子帳簿等保存制度について 
帳簿書類については、電子帳簿保存法（電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保

存法等の特例に関する法律）の規定に基づき、一定の要件を満たした上で電子データの形式で保存

することが可能です。市販の会計ソフト等で電子帳簿保存法の要件を満たすものとして確認を受け

たものには、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）の認証マークが表示され

ていますので、導入される際にご参考ください。

　なお、訂正・削除の履歴が残る等の一定の条件を満たす優良な電子帳簿である場合には、あらか

じめ届け出ることによって過少申告加算税が軽減される制度がありますので、こちらの導入もぜひ

ご検討ください。 

また、法人が、取引相手との間で、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書等の書類に相当す

る内容を電子データの形式でやりとりした場合には、これらの書類に相当する内容の記載された電

子データを一定の要件を満たした形で保存する必要がありますので、ご注意ください（電子取引を

行った場合の取引情報に係る電磁的記録の保存）。 

おって、これらの詳細については、国税庁ホームページ「電子帳簿等保存制度特設サイト」に掲

載しているパンフレット・Ｑ＆Ａ（一問一答）などをご確認ください。 

縦線1本 すきまを開ける 上につきぬける 角をつくる

閉じる

はみだす つづける くずす かたむける

【JIIMA認証情報リスト
（ 国 税 庁 H P ） 】

【 電 子 帳 簿 等 保 存
制 度 特 設 サ イ ト 】

（ J I I M A 認 証 マ ー ク 例 ）

「改正法附則による税額の特例計算」欄は、使用しないでください。



この申告書による消費税の税額の計算

この申告書による地方消費税の税額の計算

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

○簡

区分 売 上 割 合％

有 無

※税務署整理欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

第3－(3)号様式

）（電話番号 － －

納 税 地

税務署長殿

（フリガナ）

（フリガナ）

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

年 月 日令和

令和

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

自

至

年 月 日

年 月 日令和

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 令和

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

簡
易
課
税
用)

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

㉖

①

控
除
税
額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除対象仕入税額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

貸倒回収に係る消費税額

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）
中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この課税期間の課税売上高

基準期間の課税売上高

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

付

記

事

項

参

考

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

事

業

区

分

課 税 売 上 高
(免税売上高を除く)

千円

・
・
・
・
・
・

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

第6種

特例計算適用(令57③)

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

43

40

44

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

口座番号

）（電話番号 － －

税 理 士
署 名

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

法
人
用

※　２割特例による申告の場合、⑱欄に⑪欄の数字を記載し、
　⑱欄×22/78から算出された金額を⑳欄に記載してください。

こ の 用 紙 は と じ こ ま な い で く だ さ い ｡

Ｏ
Ｃ
Ｒ
入
力
用
（
こ
の
用
紙
は
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
。
折
っ
た
り
汚
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

㉖＝(⑪＋㉒)－(⑧＋⑫＋⑲＋㉓)･修正申告の場合㉖＝⑭＋㉕
㉖が還付税額となる場合はマイナス ｢－｣ を付してください｡

⑪
・
㉒
又
は
⑫
・
㉓
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

収 受 印

ｶｽﾐｼｮｳｶｲ　ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

千代田区霞が関○−○−○

霞商会　株式会社

6 1 1

6 1 2 3 1

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 0

1 9

9

7 0 9

1 0

0

0

2 4 1

3 0 0 0 0 0 0 0

2

0

0 3

9 0 3

4 1 0 5 0 0

823,209

3,185

7 9

1 2 0

8 2 3 9

1 9 2 5 4

4 3 6 8 0

1 2 5 8 2

3 9

6 5 2 1 8

3 2 2

3 2 2

7 9 4 7 8

3 2 2

9

確定

-23-

03 0000 0000

1

ｶｽﾐ　ﾀﾛｳ

霞　太郎



霞商会　株式会社

千代田区霞が関○－○－○

霞　太郎

ｶｽﾐ　ﾀﾛｳ

ｶｽﾐｼｮｳｶｲ　ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

確定

1

1 2 3 1

1

6

6

2 8 9

7 7 7 0 3 7 0

1 0 4 6 9 0 9 0

2 8 2 3 9 4 6 0

0 8 8 4 8

8 1 6 5 8 2

2

0 0 0

0 0 0

1 9 2 5 4 3 0

5

5

8

8

2 9

9
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（⑦－②－③）

控 除 不 足 還 付 税 額
⑧

差 引 税 額

注意 金額の計算においては、１円未満の端数を切り捨てる。

⑨

※第一表の⑨欄へ

320,2 ００
（②＋③－⑦）

控

除

税

額

控 除 対 象 仕 入 税 額 ④

（付表5-3の⑤Ａ欄又は㊲Ａ欄の金額）

⑤

※付表5-3の③Ａ欄へ

⑥貸 倒 れ に 係 る 税 額

控 除 税 額 小 計
⑦

（④＋⑤＋⑥）

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

901,522

課 税 標 準 額 ①

消 費 税 額 ②

課 税 資 産 の 譲 渡 等
の 対 価 の 額

①

1

※第二表の⑪欄へ

※第一表の③欄へ

貸 倒 回 収に 係る 消費 税額 ③

※第二表の①欄へ

※付表5-3の①Ａ欄へ ※付表5-3の①Ｂ欄へ ※付表5-3の①Ｃ欄へ

※第二表の⑮欄へ ※第二表の⑯欄へ

※付表5-3の②Ａ欄へ ※付表5-3の②Ｂ欄へ ※付表5-3の②Ｃ欄へ

1,108,848 816,582 1,925,430

円

17,770, ０００

第４-(11)号様式

付表４－３

区 分

Ａ Ｂ （Ａ＋Ｂ）

簡　易

課 税 期 間

税 率 6.24 ％ 適 用 分 税 率 7.8 ％ 適 用 分 合 計 Ｃ

氏 名 又 は 名 称

税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表

10,469, ０００ 28,239,０００

円 円

※第二表の⑥欄へ ※第二表の⑦欄へ※第二表の⑤欄へ

（R1.10.1以後終了課税期間用）

17,770,370 10,469,090 28,239,460

※第一表の⑦欄へ

※第一表の⑥欄へ

（付表5-3の⑤Ｂ欄又は㊲Ｂ欄の金額） （付表5-3の⑤Ｃ欄又は㊲Ｃ欄の金額）

※第一表の④欄へ

※付表5-3の③Ｂ欄へ

準

と

な

る

消

費

税

額

地

方

消

費

税

の

課

税

標

控 除 不 足 還 付 税 額

⑩

※第一表の⑰欄へ

※マイナス「－」を付して第二表の⑳及び㉓欄へ

（⑧）

差 引 税 額

⑪

※第一表の⑱欄へ

※第二表の⑳及び㉓欄へ

（⑨） 320,2 ００

譲

渡

割

額

還 付 額 ⑫

（⑩Ｃ欄×22/78）

※第一表の⑲欄へ

納 税 額 ⑬

（⑪Ｃ欄×22/78）

※第一表の⑳欄へ

90,3 ００

610,380829,300 1,439,680

125,82953,60772,222

※付表5-3の③Ｃ欄へ

※第二表の⑰欄へ

※第一表の⑧欄へ

39,70939,709

1,605,218703,696
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（R1.10.1以後終了課税期間用）

  には売上対価の返還等の金額（税抜き）を控除した後の金額を記載する。

第 三 種 事 業

( 不 動 産 業 )

第 六 種 事 業

( 製 造 業 等 )

( そ の 他 )

( サ ー ビ ス 業 等 )

⑮
第 二 種 事 業

項　　　　　　目

％

第 三 種 事 業

第 四 種 事 業

第 五 種 事 業

第 六 種 事 業

( 小 売 業 等 )

( 製 造 業 等 )

( そ の 他 )

( サ ー ビ ス 業 等 )

⑩

⑪

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

（90%・80%・70%・60%・50%・40%)

税率7.8％適用分 合計 Ｃ

円 円

④

(付表4-3の②Ｃ欄の金額)

(付表4-3の③Ｃ欄の金額)

(付表4-3の⑤Ｃ欄の金額)

(付表4-3の②Ｂ欄の金額)

816,582 1,925,430
(付表4-3の③Ｂ欄の金額)

1,036,626 762,975

円

売上
割合16,612,963

課 税 標 準 額 に
対 す る 消 費 税 額

貸 倒 回 収 に
係 る 消 費 税 額

売 上 対 価 の 返 還 等
に 係 る 消 費 税 額

税率6.24％適用分

Ａ

②

③

円(付表4-3の②Ａ欄の金額)

1,108,848
(付表4-3の③Ａ欄の金額)

控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算
の 基 礎 と な る 消 費 税 額

（　　①　　＋　　②　　－　　③　　）

円

項　　　　　　目

(付表4-3の⑤Ａ欄の金額)

72,222

(付表4-3の⑤Ｂ欄の金額)

53,607

 付表５－３

①

税率7.8％適用分

Ｂ

※第一表「事業区分」欄へ

※　　　〃

Ａ Ｂ (Ａ＋Ｂ)
※付表4-3の④Ｃ欄へ 円

⑤
④　×　みなし仕入率

※付表4-3の④Ａ欄へ ※付表4-3の④Ｂ欄へ円 円

第 一 種 事 業

第 二 種 事 業

⑥事 業 区 分 別 の 合 計 額

金額の計算においては、１円未満の端数を切り捨てる。

⑯

⑰

⑱

第 四 種 事 業

第 五 種 事 業

2

第 一 種 事 業

⑲

1

⑫

⑨

⑦

項　　　　　　目

⑧

( 卸 売 業 )

合計 Ｃ

(Ａ＋Ｂ)
円

125,829

1,799,601

( 小 売 業 等 )

合計 Ｃ

　(１／２)

注意

Ａ Ｂ (Ａ＋Ｂ)

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分 合計 Ｃ

円円

※　　　〃

※　　　〃

(Ａ＋Ｂ)
円

Ｂ

(2)　(1)の事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細

項　　　　　　目

課税売上げにつき返品を受け又は値引き・割戻しをした金額（売上対価の返還等の金額）があり、売上（収入）金額から減算しない方法で経理して経費に含めている場合には、 ⑥から⑫欄

簡　易

※　　　〃

※　　　〃

税率6.24％適用分

第４-(12)号様式

(1)　事業区分別の課税売上高（税抜き）の明細

Ⅲ　２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額

Ⅱ　１種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額

Ⅰ　控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

　控除対象仕入税額等の計算表

氏名又は名称課 税 期 間

事 業 区 分 別 の 合 計 額 ⑬

⑭

( 不 動 産 業 )

Ａ

( 卸 売 業 )

9,781,818

16,612,963 6,596,364

3,185,454 3,185,454

1,036,649 762,982 1,799,631

1,551,165514,5161,036,649

248,466248,466
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23,209,327

26,394,781
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（R1.10.1以後終了課税期間用）

　(２／２)

円※付表4-3の④Ｃ欄へ

合計 Ｃ

（Ａ＋Ｂ）

注意

円 円

㊱

㊲

第 五 種 事 業 及 び 第 六 種 事業

④×
⑱×50%＋(⑬－⑱)×40%

　金額の計算においては、１円未満の端数を切り捨てる。

 ハ  上記の計算式区分から選択した控除対象仕入税額

( ⑪ C ＋ ⑫ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

選 択 可 能 な 計 算 式 区 分 （ ⑳ ～ ㊱ ）
の 内 か ら 選 択 し た 金 額

項　　　   　　　目
税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

( ⑩ C ＋ ⑫ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬
④×

⑰×60%＋(⑬－⑰)×40%
㉟

第 四 種 事 業 及 び 第 六 種 事業

㉞
( ⑩ C ＋ ⑪ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 四 種 事 業 及 び 第 五 種 事業

④×
⑰×60%＋(⑬－⑰)×50%

第 三 種 事 業 及 び 第 六 種 事業

④×
⑯×70%＋(⑬－⑯)×40%

㉝
( ⑨ C ＋ ⑫ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 三 種 事 業 及 び 第 五 種 事業

④×
⑯×70%＋(⑬－⑯)×50%

㉜
( ⑨ C ＋ ⑪ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 三 種 事 業 及 び 第 四 種 事業

④×
⑯×70%＋(⑬－⑯)×60%

㉛
( ⑨ C ＋ ⑩ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 二 種 事 業 及 び 第 六 種 事業

④×
⑮×80%＋(⑬－⑮)×40%

㉚
( ⑧ C ＋ ⑫ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 二 種 事 業 及 び 第 五 種 事業

④×
⑮×80%＋(⑬－⑮)×50%

㉙
( ⑧ C ＋ ⑪ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

税率7.8％適用分 合計 Ｃ

Ａ Ｂ （Ａ＋Ｂ）
円 円円

⑬

㉕
( ⑦ C ＋ ⑪ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 二 種 事 業 及 び 第 四 種 事業

④×
⑮×80%＋(⑬－⑮)×60%

㉘

第 一 種 事 業 及 び 第 六 種 事業

④×
⑭×90%＋(⑬－⑭)×40%

㉖
( ⑦ C ＋ ⑫ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 二 種 事 業 及 び 第 三 種 事業

④×
⑮×80%＋(⑬－⑮)×70%

㉗

第 一 種 事 業 及 び 第 五 種 事業

④×
⑭×90%＋(⑬－⑭)×50%

( ⑧ C ＋ ⑨ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

( ⑧ C ＋ ⑩ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

円

（ ⑦ C ／ ⑥ C ・ ⑧ C ／ ⑥ C ・ ⑨ C ／ ⑥ C ・ ⑩ C ／ ⑥ C ・ ⑪ C ／ ⑥ C ・ ⑫ C ／ ⑥ C ） ≧ 75 ％

㉑

円 円

税率7.8％適用分 合計 Ｃ

Ａ Ｂ （Ａ＋Ｂ）
円

⑭×90%＋⑮×80%＋⑯×70%＋⑰×60%＋⑱×50%＋⑲×40%

④×みなし仕入率（ 90％・80％・ 70％・60％・ 50％・40％）

 ロ  特例計算を適用する場合

 (イ)  １種類の事業で７５％以上

 (ロ)  ２種類の事業で７５％以上

円

④　　×　　みなし仕入率

⑬

控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 式 区 分
税率6.24％適用分

⑳

円

控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 式 区 分 税率6.24％適用分 税率7.8％適用分 合計 Ｃ
Ａ Ｂ （Ａ＋Ｂ）

(3)　控除対象仕入税額の計算式区分の明細

 イ  原則計算を適用する場合

控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 式 区 分
税率6.24％適用分

④×
⑭×90%＋(⑬－⑭)×70%

㉓

( ⑦ C ＋ ⑧ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 一 種 事 業 及 び 第 二 種 事業

④×
⑭×90%＋(⑬－⑭)×80%

㉒

第 一 種 事 業 及 び 第 四 種 事業

④×
⑭×90%＋(⑬－⑭)×60%

㉔
( ⑦ C ＋ ⑩ C ） / ⑥ C ≧ 75% ⑬

第 一 種 事 業 及 び 第 三 種 事業

( ⑦ C ＋ ⑨ C ） / ⑥ C ≧ 75%

1,389,985560,685829,300

1,439,680610,380829,300

1,439,680

※付表4-3の④Ｂ欄へ

610,380

※付表4-3の④Ａ欄へ

829,300

1,389,985560,685829,300

Ａ Ｂ
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